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『
千
葉
介
常
胤
と
鎌
倉
幕
府
創
設
』 

 

丸
井
敬
司 

(

本
会
副
会
長
・
文
学
博
士
・

元
千
葉
大
学
講
師
・ 

元
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
館
長) 

  

鎌
倉
幕
府
の
初
代
将
軍
で
あ
っ
た
源

頼
朝
か
ら「
父
」と
呼
ば
れ
て
い
た
千
葉

介
常
胤
は
、
桓か

ん

武む

天
皇
の
系
統
を
引
く

関
東
の
有
力
武
士
で
、
そ
の
祖
先
は
桓

武
天
皇
の
玄
孫

や

し
ゃ
ご

・平
良よ

し

文ぶ
み

と
さ
れ
て
い

ま
す
。
常
胤
の
父
大
椎
権
介
常
重(

常

重
は
後
に
千
葉
郷
に
移
住
し
千
葉
氏
と

称
す)

の
子
と
し
て
上
総
国
の
大
椎
で
生

れ
ま
し
た
。
生
れ
た
年
は
、
元
永
元
年

(

一
一
一
八)

と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

大
治
元
年(

一
一
二
六)

六
月
、
常
胤

が
九
歳
の
時
、
常
胤
の
父
常
重
は
大
椎

か
ら
、
下
総
国
千
葉
郡
千
葉
郷
に
移

り
、
新
た
な
武
士
団
を
形
成
し
ま
し
た

が
、
常
重
は
、
長
承
四
年(

一
一
三
五)

、

突
然
、
家
督
と
所
領
を
嫡
子
の
常
胤
に

譲
り
、
隠
居
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、 

常
胤
は
、
若
干
十
八
歳
の
青
年
で
し

た
。 常

重
の
突
然
の
隠
居
の
理
由
は
、

相
馬
御
厨i

を
巡
っ
て
常
胤
の
父
常
重

と
下
総
国
司
藤
原
親
道
の
間
で
税
金

の
有
無
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
き
た
事

に
よ
る
も
の
で
し
た
。 

相
馬
領
は
本
来
、
常
重
の
叔
父
、

上
総
常
晴
の
所
領
で
し
た
が
、
天
治
元

年(

一
一
二
四)

常
重
は
常
晴
の
養
子
と

な
る
事
で
こ
の
所
領
を
獲
得
し
ま
し
た
。

常
重
は
、
こ
の
所
領
を
天
治
元
年(
一
一

二
四)

、
伊
勢
神
宮
外
宮
に
寄
進
し
、
相

馬
御
厨
が
成
立
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
相
馬
御
厨
成
立
以
前
の
土
地
の

税
金
が
未
納
の
ま
ま
と
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
が
親
道
に
発
見
さ
れ
、
問
題
と
な
り

ま
し
た
。 

こ
れ
が
争
い
に
ま
で
発
展
し
た
の
は
常

胤
が
千
葉
家
の
家
督
を
継
承
し
た
直
後

の
保
延
二
年
（一
一
三
六
）
の
こ
と
で
し

た
。
突
然
、
下
総
国
司
の
藤
原
親
道
は
、

常
重
を
捕
ら
え
て
下
総
国
府
内
の
牢
屋

に
抑
留
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
常
重
は
、

相
馬
御
厨
と
橘

た
ち
ば
な

郷(

小
見
郷
、
現
在
の

香
取
市
小
見
川
町)

の
所
領
の
譲
渡
状

を
提
出
す
る
こ
と
で
釈
放
さ
れ
ま
し
た

が
、
後
、
常
胤
は
、
未
納
の
税
金
を
弁
済

し
、
相
馬
御
厨
の
領
有
権
を
取
り
戻
す

こ
と
に
成
功
し
ま
す
㊟
⒈
。 

し
か
し
、
今
度
は
頼
朝
の
父
源
義
朝

よ
し
と
も

が
、

相
馬
御
厨
の
割
譲
を
要
求
し
て
き
ま
し

た
。
こ
の
時
、
常
胤
は
、
義
朝
と
の
争
い

を
避
け
て
義
朝
の
要
求
に
応
じ
、
こ
の
権

利
を
義
朝
に
割
譲
し
、
義
朝
の
家
臣
と

な
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
難
局
を
切
り
抜

け
る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。
し
か
し
、

「
平
治
の
乱
」で
義
朝
が
平
清
盛
に
敗
れ

る
と
、
相
馬
御
厨
の
管
理
権
は
、
平
家

方
で
あ
っ
た
隣
国
の
佐
竹
氏
に
奪
わ
れ

ま
し
た
。 

こ
う
し
て
常
胤
は
、
心
血
を
注
い
で
確
保

し
た
相
馬
御
厨
や
相
伝
の
所
領
で
あ
っ

た
橘
郷
の
領
有
権
を
失
い
ま
し
た
が
、

治
承
四
年
（一
一
八
〇
）、
常
胤
が
六
三

歳
の
時
、
源
頼
朝
が
、
伊
豆
で
挙
兵
し
、

石
橋
山
の
戦
い
に
敗
れ
て
安
房
に
逃
れ

て
来
る
と
逸
早
く
頼
朝
に
参
向
し
、
源 

平
合
戦
・奥
州
藤
原
合
戦
や
鎌
倉
幕
府

の
創
立
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。 

こ
の
功
績
で
常
胤
は
、
奪
わ
れ
た
相

馬
御
厨
や
橘
郷
の
所
領
を
取
り
戻
す

こ
と
に
成
功
し
た
だ
け
で
は
な
く
、

上
総
介
広
常
の
滅
亡
後
は
、
上
総
国

内
と
下
総
国
内
の
上
総
氏
の
所
領
を

獲
得
し
、
更
に
源
平
合
戦
や
奥
州
合

戦
の
恩
賞
で
、
全
国
に
二
〇
数
カ
所

と
い
わ
れ
た
広
大
な
所
領
を
獲
得

し
、
東
国
政
権
内
で
は
最
大
の
武
士

団
に
成
長
し
ま
し
た
㊟
⒉
。
ま
た
、

同
時
に
、
頼
朝
の
片
腕
の
一
人
と
し

て
鎌
倉
幕
府
創
設
期
の
諸
政
策
の
確

立
に
も
重
要
な
役
割
を
果
し
ま
し

た
。 

 

千
葉
介
常
胤
の
亡
く
な
っ
た
年
は 

『
吾
妻
鏡
』で
は
建
仁
元
年(

１
２
０
１)

３
月
２
５

日
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
本
土
寺
過
去
帳
』
で
は

正
治
二
年(

１
２
０
０)

二
月
、
８
３
歳
。『
平
朝
臣

徳
嶋
系
図
』で
は
正
治
二
年
二
月
二
一
日
、
８
３

歳
。
と
な
っ
て
お
り
、
正
治
二
年
二
月
二
一
日
が

正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
逆
算
す
る
と

い
ず
れ
も
生
ま
れ
た
年
は
元
永
元
年(

１
１
１
８)

と
な
り
ま
す
。 

 

㊟
⒈ 

現
在
の
柏
市
、
我
孫
子
市
、
相
馬

市
、
一
帯
。 

㊟
⒉ 

こ
の
時
、
橘
郷
は
戻
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 
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千
葉
胤
通
と
国
分
氏
に
つ
い
て 

  
 

(

会
員)  
日
向
安
昭 

  

胤
通
は
、
千
葉
常
胤
の
五
男
で
、

父
常
胤
か
ら
、
下
総
国
分
寺
領
で
あ

っ
た
国
分
郷
（
市
川
市
）
を
与
え
ら

れ
た
。 

 

国
分
寺
の
地
は
下
総
国
府
に
隣
接

し
て
い
ま
す
。
国
府
に
は
京
か
ら
赴

任
し
た
国
司
や
そ
の
代
官
で
あ
る
目

代
の
下
に
、
国
衙
（
国
府
の
役
所
） 

の
業
務
を
行
う
「
在
庁
官
人
」
役
人

達
が
い
た
。
千
葉
氏
は
下
総
国
府
の

在
庁
官
人
の
ト
ッ
プ
と
し
て
「
権

介
」
に
任
じ
ら
れ
た
。 

 

千
葉
氏
は
在
庁
官
人
と
し
て
国
府

に
出
仕
す
る
た
め
、
本
領
千
葉
荘
の

ほ
か
に
国
分
郷
を
所
領
し
、
館
を
設

け
た
。
こ
の
地
に
は
律
令
国
家
が
造

営
し
た
国
分
寺
が
あ
り
、
館
は
そ
の

寺
内
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
国
分
郷
を
領
し
、
国
分
を
名

字
と
す
る
こ
と
は
、
胤
通
が
国
衙
権

力
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
胤
通
は
香

取
社
領
や
大
戸
庄
を
領
し
て
も
、
国

分
を
称
し
続
け
た
の
は
、
こ
れ
は
下

総
国
の
一
宮
と
し
て
祭
祀
や
造
営
に

国
衙
が
深
く
関
わ
っ
た
香
取
社
に
進

出
す
る
た
め
に
は
、
国
衙
権
力
と
結
び

つ
き
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
た
め

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

頼
朝
の
進
出
に
よ
っ
て 

頼
朝
が
鎌
倉
政
権
を
樹
立
し
、
父
の

常
胤
が
御
家
人
筆
頭
と
し
て
の
地
位
を

得
る
と
、
胤
通
も
父
や
兄
弟
と
共
に
行

事
や
合
戦
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。

文
治
五
年(

一
一
八
九)

に
奥
州
藤
原
氏

攻
め
が
行
わ
れ
、
常
胤
は
東
海
道
大
将

軍
と
し
て
参
加
し
た
。
常
胤
は
恩
賞
を

真
っ
先
に
拝
領
し
た
が
、
子
息
た
ち
も

奥
州
各
地
に
拝
領
を
与
え
ら
れ
、
東
北

各
地
で
千
葉
氏
が
繁
栄
す
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
。
胤
通
の
子
孫
は
宮
城
県
南

部
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
、
千
代
城
（仙
台

城
）を
居
城
と
し
、
後
に
伊
達
氏
に
属

し
、
奥
州
国
分
氏
に
な
っ
た
と
伝
え
ら

れ
る
。 

 
 

鎌
倉
・南
北
期
の
国
分
氏 

平
安
時
代
末
期
、
常
胤
が
下
総
の
大

部
分
の
地
頭
職
を
受
け
た
後
、
胤
通

は
常
胤
か
ら
香
取
神
宮
領
大
戸
庄
香

取
郡
周
辺
の
香
取
神
領
の
地
頭
職
を

譲
ら
れ
て
、
新
た
に
大
戸
庄
に
館
を

立
て
て
移
り
住
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

香
取
社
に
移
っ
た
後
の
市
川
の
国
分

寺
領
の
国
分
氏
の
活
動
記
録
は
ほ
と

ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
わ
ず
か
「
香

取
文
書
」
や
「
千
葉
系
図
」
「
千
葉

大
系
図
」
な
ど
か
ら
詠
み
取
る
ほ
か

な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

胤
通
の
嫡
子
常
通
は
、
市
川
の
国
分
郷

に
残
っ
た
。 

 

胤
通
の
次
男
親
胤
は
大
戸
庄
の
大
戸

郷
、
胤
通
の
三
男
有
胤
は
村
田
郷
、
四

男
常
義
矢
作
郷
を
領
し
た
。 

こ
れ
ら
の
土
地
は
、
大
須
賀
氏
、
神
崎

氏
、
東
氏
領
と
隣
接
し
、
国
分
氏
は
彼

ら
千
葉
氏
一
族
と
関
わ
り
を
持
ち
な
が

ら
発
展
し
て
い
っ
た
。 

 

「
大
戸
庄
矢
作
領
主
」
と
な
っ
た
常
義

の
流
れ
が
実
質
的
に
国
分
氏
を
代
表
と

す
る
家
と
な
る
。
常
義
の
跡
を
継
い
で

大
戸
庄
矢
作
村
を
支
配
し
た
常
義
の
嫡

子
・胤
実
は
、
仁
和
二
年(

一
二
四
一)

の

千
葉
介
頼
胤
の
家
督
相
続
に
際
し
て
、

そ
の
後
見
人
と
な
り
、
千
葉
本
宗
家
を

支
え
る
重
職
に
つ
い
て
い
る
。 

 
 

室
町
・戦
国
期
の
大
戸
庄 

 
 

 
 

 
応
永
年
間
（
一
三
九
四
～
一
四
二

八
）
大
戸
庄
は
南
方
と
北
方
に
拠
点

が
分
か
れ
ま
す
。(

資
料
２
地
図
参

照
）
南
方
は
、
鴇
崎
の
大
崎
城
を
拠

点
に
、
北
方
は
本
矢
作
の
矢
作
城
を

拠
点
に
分
か
れ
ま
し
た
。
室
町
・戦
国

期
の
大
戸
庄
国
分
氏
の
系
譜 

(

資
料
１

系
図
参
照
）室
町
後
期
の
根
拠
地
は
大

崎
城
・矢
作
城 

国
分
本
宗
家
の
国
分
之
胤―

胤
盛―

胤

相
（胤
景
）―

朝
胤 

 
 

国
分
氏
と
香
取
社
の
関
係 

 

国
分
之
胤
以
後
の
国
分
一
族
関
係

の
残
存
す
る
寄
進
文
書
を
見
る
と
、

観
福
寺
と
香
取
社
に
関
す
る
物
で
、

観
福
寺
の
知
行
地
は
そ
の
寺
周
辺
に

大
方
限
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
光
福

寺
・
大
龍
寺
・
興
徳
院
な
ど
の
寺
も

鴇
崎
・
与
倉
・
堀
籠
村
内
に
そ
れ
ぞ

れ
寄
進
安
堵
を
受
け
て
い
る
。
香
取

社
に
対
し
て
国
分
氏
が
寄
進
・
安
堵

し
て
い
る
土
地
は
小
野
川
流
域
の
香

取
神
領
葛
原
牧
内
の
南
部
地
域
。
国

分
氏
の
勢
力
基
盤
は
大
戸
庄
及
び
隣

接
す
る
香
取
神
領
内
三
村
（
鴇
崎
・

与
倉
・
堀
籠
）
に
限
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
周
辺
地
域
（
津
宮
・
佐

原
・
多
田
・
返
田
）
な
ど
の
香
取
社

領
内
や
木
内
庄
内
な
ど
の
諸
村
に

は
、
千
葉
氏
直
臣
の
多
田
一
族
な
ど

の
新
興
勢
力
が
成
長
し
て
、
国
分
氏

の
進
出
が
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 
 

(

以
下
５
ペ
ー
ジ
へ
続
く) 
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資料１ 国分氏の系図  （出典 「千葉氏」千野原靖方著） 



 

 

4 

 

 



 

 

5 

 

 
(

２
ペ
ー
ジ
か
ら) 

  
 

国
分
氏
の
戦
国
末
期 

国
分
氏
の
戦
国
末
期
ま
で
の
勢
力
を

大
戸
庄
内
」
に
保
持
で
き
た
の
は
、

香
取
社
の
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え

ら
れ
る
。 

享
徳
の
乱
で
は
、
国
分
氏
は
生
き
残
り
、

憲
胤
の
子
・之
胤
は
馬
加
康
胤
の
孫
・ 

千
葉
孝
胤
に
仕
え
て
い
る
。 

足
利
義
明
が
、
原
氏
の
居
城「
小
弓
城
」

を
攻
め
た
時
、
之
胤
の
子
・胤
盛
は
、
城

主
原
胤
隆
の
救
援
を
千
葉
介
勝
胤
に
命

じ
ら
れ
、
小
弓
に
向
か
っ
た
が
、
原
軍
は

義
明
軍
の
大
軍
に
負
け
、
城
は
援
軍
が

来
る
前
に
城
は
堕
ち
た
。 

臼
井
合
戦
で
は
、
之
胤
は
臼
井
に
援
軍

を
だ
し
て
太
田
軍
と
戦
っ
て
い
る
。 

 

小
田
原
合
戦
後
の
国
分
氏 

天
正
一
八
年(

一
五
九
○)

、
矢
作
城
は

徳
川
家
康
の
軍
勢
に
よ
っ
て
開
城
さ
れ
、

国
分
氏
は
常
陸
鹿
島
神
宮
惣
大
行
事
の

養
子
と
な
っ
て
同
職
を
継
い
だ
流
、
水
戸

徳
川
氏
に
仕
え
た
流
れ
、
土
井
氏(

佐
倉

藩
・
唐
津
藩
・古
河
藩
）に
つ
か
え
た
子

孫
も
あ
っ
た
。 

 
 

 

奥
州
国
分
氏 

 

文
治
五
年(

一
一
八
九)

の
奥
州
征
伐

に
際
し
て
、
常
胤
は
海
道
方
面
の
大
将

と
し
て
出
陣
、
戦
後
の
論
功
行
賞
で「
陸

奥
国
五
郡
」
を
頼
朝
か
ら
賜
っ
た
。 

常
胤
二
男
の
相
馬
師
常
が
行
方
郡
、
三

男
の
武
石
胤
盛
が
伊
具
・亘
理
・宇
多

郡
、
四
男
の
大
須
賀
胤
信
が
盤
城
郡
を

分
け
与
え
ら
れ
、
五
男
の
胤
通
が
宮
城

郡
国
分
庄
及
び
名
取
郡
に
お
い
て
知
行

を
得
て
同
地
の
地
頭
と
な
っ
た
。 

 

国
分
庄
と
は
い
ま
の
仙
台
市
東
部
泉

区
に
あ
り
、
胤
通
は
郷
六(

青
葉
区)

に

住
し
た
が
、
の
ち
に
千
代
城
に
移
っ
た
と

い
う
。 

宮
城
郡
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
の
国
分
氏

の
動
向
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。 

応
永
二
三
年(
一
四
一
六)

武
石
氏
の
子

孫
の
亘
理
氏
と
領
地
を
め
ぐ
っ
て
争

い
と
な
り
、
胤
通
流
の
国
分
氏(

盛
経)

は
滅
び
た
と
も
伝
わ
り
、
そ
の
後
の

奥
州
国
分
氏
は
藤
原
姓(

秀
郷
流)

小

山
・
長
沼
氏
と
同
族
で
あ
ろ
う
と
い

わ
れ
る
。 

 

戦
国
期
末
に
伊
達
氏
か
ら
養
子
を
迎

え
た
が
、
慶
長
元
年(

一
五
九
六)

に
伊

達
政
宗
の
不
興
を
買
い
、
大
名
と
し
て
の

国
分
氏
は
亡
ん
だ
。 

参
向
文
献 

 
 

「
千
葉
氏
鎌
倉
・南
北
朝
編
、 

室
町
・戦
国
期
編
」千
野
原
靖
方
氏 

 

久
留
里
の
大
須
賀
氏 

 
 

 
 

 

（会
員
）西
川 

治
幸 

昨
２
０
２
４
年
秋
、
君
津
市
立
久
留
里

城
址
資
料
館
で
は
、
企
画
展｢

里
見
義

堯｣

が
催
さ
れ
た
。
安
房
の
戦
国
武
将
里

見
氏
の
全
盛
期
を
築
い
た
５
代
目･

義
堯

(

よ
し
た
か)

が
本
拠
と
し
た
久
留
里
城
で

没
し
て
後
４
５
０
年
を
期
し
て
行
わ
れ
た

が
、
こ
の
久
留
里
の
地
に
は
千
葉
氏
の
一

族
大
須
賀
氏
の
歴
史
も
わ
ず
か
に
刻
ま

れ
て
い
る
。 

天
正
十
八(

一
五
九
〇)

年
八
月
、
遠

州
横
須
賀
城
主
大
須
賀
忠
政
は
、
徳
川

氏
の
関
東
入
国
に
伴
い
、
上
総
国
久
留

里
に
移
封
さ
れ
た(

３
万
石)

。
忠
政
は
、

徳
川
四
天
王
と
呼
ば
れ
る
榊
原
康
政
の

嫡
子
な
が
ら
盟
友
と
も
い
う
べ
き
大
須

賀
康
高
に
子
が
無
か
っ
た
の
と
縁
者
※
⒈

が
故
に
入
婿
し
た
の
で
あ
っ
た
。
※
１
榊
原

康
政
の
正
室
は
、
大
須
賀
康
高
の
娘

。
元
々
、
遠

州
横
須
賀
（現
掛
川
市
）
の
大
須
賀
氏
は

三
河
国
洞
里
村
（現
岡
崎
市
洞
町
）に

土
着
し
て
い
た
武
士
で
、
祖
は
千
葉
常

胤
五
男
の
大
須
賀
胤
信
の
子
・成
毛
八

郎
範
胤
或
い
は
そ
の
兄
大
須
賀
七
郎
重

信
な
ど
と
い
わ
れ
る
も･･

出
自
は
不
詳

で
、「
宝
治
合
戦
」
や
鎌
倉
幕
府
滅
亡
に

伴
い
甲
斐
国
を
経
由
し
三
河
国
に
た
ど

り
着
い
た
一
族
と
い
う
。 

そ
の
後
一
族
は
、
三
河
で
松
平
元 

康
（徳
川
家
康
）の
父
広
忠
に
仕
え
、
大

須
賀
康
高
は
長
篠
の
戦
い
や
遠
州
高
天

神
城
攻
略
な
ど
で
活
躍
し
た
こ
と
な
ど

武
勇
の
士
※
２
で
、
そ
の
家
柄
を
買
わ

れ
、
幼
少
（当
時
１
０
歳
）忠
政
は
、
安

房
の
里
見
氏
への
押
さ
え
と
し
て
、
大
多

※
２
喜
の
本
多
忠
勝
と
同
様
に
、
久
留
里

に
配
置
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
※
２
康
高
は

高
天
神
城
の
戦
い
の
手
柄
を
認
め
ら
れ
て
天
正
十
年

（
一
五
八
二
）
家
康
か
ら
松
平
の
名
字
を
与
え
ら
れ
た 

し
か
し
、
忠
政
は
慶
長
六
（一
六
〇
一
）

年
、
関
ケ
原
の
戦
い
の
戦
功
で
加
増
移

封
６
万
石
と
な
り
、
旧
領
遠
州
横
須
賀

へ戻
っ
て
し
ま
う
の
で
、
久
留
里
で
の
治

世
は
僅
か
１
０
年
に
過
ぎ
ず
、
久
留
里

に
そ
の
痕
跡
は
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な

い
。 

な
お
そ
の
後
、
こ
の
大
須
賀
氏
は

忠
政
の
子
忠
次
の
代
に
嗣
子
の
な
い
榊

原
氏
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
り
、
廃
絶

と
な
っ
た
。 

■
関
係
図 

(

榊
原
氏)

･･

康
政 

 

｜
❘
❘
康
勝
❘
❘
忠
次 

 
 
 
 

｜ 
 
 
 
 
 
↑

榊
原
へ 

 
 
 
 

｜
❘
❘
忠
政
❘
❘(

忠
次) 

 
･
･

康
高
❘ 

娘 
 
 
 

※
大
須
賀
廃
絶 

(

大
須
賀
氏) 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
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―

千
葉
氏
顕
彰
会
の
主
な
活
動 

■.

定
例
講
演 

 

３
月
９
日(

日) 

午
後
１
時
３
０
分
～
３
時 

場
所 

千
葉
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ

ー
６
階(

千
葉
市
役
所
前
） 

演
題 

千
葉
氏
の
城
郭
と
変
遷
に
つ

い
て 

講
師 

遠
山
成
一
先
生 

（
千
葉
市
郷
土
博
物
館
） 

■
慰
霊
祭
と
定
例
講
演 

 

６
月
１
日(

日) 

 
 

講
師
・
演
題
未
定 

 

以
上
、
今
年
度
上
期
の
千
葉
氏
顕

彰
会
の 

活
動
で
す
。 

   

 
―

千
葉
市
の
歩
み
と
都
市
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
推
進
室
の
取
り
組
み 

 

「
千
葉
開
府
九
百
年
に
つ
い
て
」 

 
 

今
後
の
取
り
組
み 

① 

シ
ン
ボ
ル
事
業 

「
記
念
式
典
」
「
千
葉
九
百
年

祭
り
」
「
記
念
パ
レ
ー
ド
」

「
記
念
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」 

「
千
葉
国
際
芸
術
祭
」 

② 

ひ
と
づ
く
り
事
業 

「
学
校
で
の
一
斉
事
業
な
ど
」、

「
若
者
の
海
外
派
遣
」、「
起
業
家

海
外
展
開
実
践
研
修
」 

③ 
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
事
業 

「
千
葉
市
美
術
館
企
画
展
」、「
千

葉
開
府
九
百
年
サ
イ
ク
リ
ン
グ
・

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
」 

「
記
念
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
」、「
記

念
ラ
ジ
オ
体
操
」 

④ 

歴
史
関
連
事
業 

「
郷
土
博
物
館
展
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
」、「
郷
土
博
物
館
特
別
展
」、

「
千
葉
氏
関
係
資
料
集
修
」 

「
千
葉
氏
関
連
遺
跡
の
発
掘
」、

「
い
の
は
な
亭
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
」 

     

事
務
局
か
ら
お
知
ら
せ 

 

★｢

千
葉
氏
を
語
る
会｣

の
第
十
一
回
総

会
と
記
念
講
演
会
を
、
来
る
６
月
７
日

(

土)

に
催
す
予
定
で
す
。
会
員
の
皆
様
へ

は
改
め
て
詳
細
を
ご
案
内
し
ま
す
が
、

是
非
参
加
く
だ
さ
い
。 

★
運
営
役
員
を
募
集
！ 

会
員
の
皆
様
へ、
運
営
参
画
への
呼
び
か

け
で
す
。 

「
千
葉
氏
を
語
る
会
」
は
、
当
面

は
、
来
年
２
０
２
６
年
の
「
千
葉
開

府
九
〇
〇
年
」
へ
向
け
て
千
葉
市
の

取
り
組
み
に
連
携
し
な
が
ら
活
動
し

て
参
り
ま
す
。
「･･

語
る
会
」
は
今

年
で
結
成
１
１
年
目
を
迎
え
、
現
在

そ
の
運
営
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
画

す
る
役
員
が
担
っ
て
い
ま
す
。
月
一

回
の
役
員
会
で
行
事
の
企
画
調
整
を

話
し
合
い
、
月
例
の
「
勉
強
会
」
・

そ
の
他
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
実
施
、
こ

の
会
報
の
編
集
・
発
行
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
の
情
報
発
信
な
ど
、
様
々
な

事
務
や
作
業
を
こ
な
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
千
葉
氏
を
語
る
会
」

の
活
動
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に

は
、
運
営
役
の
人
員
が
未
だ
に
十
分

で
は
な
く
、
新
た
な
仲
間
を
求
め
て
い
ま

す
。 

 

パ
ソ
コ
ン
等
の
ス
キ
ル
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
に
越
し
た
あ
り
ま
せ
ん

が
、
苦
手
で
も
大
丈
夫
で
す
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
精
神
を
も
っ
や
っ
て
み
よ

う
」
と
い
う
方
を
大
い
に
歓
迎
し
ま

す
。 

「･･

語
る
会
」
の
運
営
に
関
心
の
あ

る
方
は
是
非･･

現
運
営
役
員
に
ご
一

報
く
だ
さ
い
。 

心
か
ら
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

★
発
表
者
・記
事
を
募
集
！ 

会
員
の
皆
様
へ、
月
例
の「
勉
強
会
」で
の

発
表
者
・年
２
回
発
行
の
会
報
への
投
稿

を
募
集
し
ま
す
。 

千
葉
氏
や
房
総
の
中
世
史
に
つ
い
て
興

味
を
持
ち
、
学
び･･

そ
の
成
果
を
ま
と

め
て
い
ま
せ
ん
か
？
会
員
の
方
で
、
そ
う

い
っ
た
成
果
を
披
露
す
る
場
と
し
て
、

「
勉
強
会
」や
会
報
を
活
用
く
だ
さ
い
。

関
心
の
あ
る
方
は
是
非･･

現
運
営
役
員

に
ご
一
報
く
だ
さ
い
。 

 

集
後
記 

 

編
集
子 

会
報
誌
十
九
号
を
お
届
け
し
ま
す

今
回
号
で
は
丸
井
先
生
の
記
事
と

(

会
員)

日
向
さ
ん
と
西
川
さ
ん 

の
投
稿
記
事
を
掲
載
し
ま
し
た
。 


